
 
 
 

 

 

 

 

 

 

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」

について 

資料 №１ 



第３章 

Ⅰ.新型コロナウイルス感染症の拡大防止       

２．感染症の影響により厳しい状況にある方々の事業や生活・暮らしの支援 

（２）生活・暮らしへの支援（抄） 

 

雇用調整助成金の特例措置等は、特に業況が厳しい企業等に配慮しつつ、令和

４年３月まで延長する。具体的には、業況特例、地域特例について、３月末まで

現行の日額上限・助成率の特例を継続する。その他については、３月末まで現行

の助成率の特例を継続しつつ、日額上限は段階的に見直す。 

同時に、成長分野等へ労働者が円滑に移動できる環境整備等を図るため、需要

減少で人手が過剰な企業から人手不足の企業への在籍型出向を助成金でしっか

りと支援するほか、職業訓練と再就職支援を組み合わせて、労働者のスキルアッ

プや労働移動を図る事業の強化を行う。 

また、当面の雇用調整助成金等の財源確保及び雇用保険財政の安定を図るた

め、雇用保険臨時特例法に基づき、一般会計から労働保険特別会計雇用勘定に任

意繰入を行う。これを含め、雇用調整助成金等の支給や雇用保険財政の安定のた

め多額の国庫負担を行っていることも踏まえ、労使の負担感も考慮しつつ、保険

料率や雇用情勢及び雇用保険の財政運営状況に応じた国の責任の在り方を含め、

令和４年度以降の雇用保険制度の安定的な財政運営の在り方を検討し、次期通

常国会に法案を提出する。 


